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札幌市情報公開条例の一部を改正する条例 

札幌市情報公開条例（平成１１年条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

次の表中改正前の欄に掲げる規定の下線を付した部分及び太線で囲んだ部分（第

１号及び第２号において「改正部分」という。）並びに改正後の欄に掲げる規定の

下線を付した部分及び太線で囲んだ部分（第１号及び第３号において「改正後部

分」という。）については、次のとおりとする。  

⑴　改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部

分を当該改正後部分に改める。 

⑵  改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正前 改正後 

（利用者の責務） 

第４条　この条例の定めるところにより公文書の

公開を請求しようとするものは、この条例の

目的に即した適正な請求をするよう努めると

ともに、公文書の公開により得た情報を適正

に利用しなければならない。 

（利用者の責務） 

第４条　この条例の定めるところにより公文書の

公開を請求しようとするものは、この条例の

目的に即した適正な請求を行うとともに、公

文書の公開により得た情報を適正に利用しな

ければならない。 

（公文書の公開請求権者） 

第５条　（略） 

（公開請求権） 

第５条　（略） 

２　前項の規定による公文書の公開の請求（以下

「公開請求」という。）は、次の各号のいず

れかに該当する場合は、することができな

い。 

⑴　この条例の目的に反する場合 

⑵　労働施策の総合的な推進並びに労働者の

雇用の安定及び職業生活の充実等に関する

法律（昭和41年法律第132号）第33条第１項

に規定する顧客等言動に該当する場合 

（公開請求の手続） 

第６条　前条の規定による公文書の公開の請求

（以下「公開請求」という。）をしようとす

るものは、次に掲げる事項を記載した請求書

（公開請求の手続） 

第６条　公開請求をしようとするものは、次に掲

げる事項を記載した請求書（以下「公開請求

書」という。）を実施機関に提出しなければ



改正前 改正後 

（以下「公開請求書」という。）を実施機関

に提出しなければならない。 

⑴・⑵　（略） 

２　（略） 

ならない。 

 

⑴・⑵　（略） 

２　（略） 

 （条例の目的に反する公開請求等の拒否） 

第６条の２　実施機関は、公開請求が次の各号の

いずれかに該当する場合は、これを拒否する

ことができる。 

⑴　第５条第２項各号に掲げる場合に該当す

ると認められる場合 

⑵　前条第２項の規定により実施機関が補正

を求めた場合において、同項の期間内に不

備の補正がされないものであるとき。 

２　実施機関は、前項の規定により公開請求を拒

否するときは、その旨の決定をし、公開請求

者に対し、その旨を書面により通知しなけれ

ばならない。 

３　実施機関は、前項の規定により公開請求を拒

否する旨の決定（第１項第１号の場合に係る

ものに限る。）をしたときは、札幌市情報公

開・個人情報保護審議会（以下「審議会」と

いう。）に対し、その旨を報告しなければな

らない。 

（実施機関の公開義務） 

第７条　実施機関は、公開請求があったときは、

公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情

報（以下「非公開情報」という。）のいずれ

かが記録されている場合を除き、公開請求者

に対し、当該公文書を公開しなければならな

い。 

 

 

⑴～⑸　（略） 

（実施機関の公開義務） 

第７条　実施機関は、公開請求（前条第１項各号

に掲げる場合に該当するものを除く。以下こ

の条及び次条において同じ。）があったとき

は、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げ

る情報（以下「非公開情報」という。）のい

ずれかが記録されている場合を除き、公開請

求者に対し、当該公文書を公開しなければな

らない。 

⑴～⑸　（略） 

 

 

（公開決定の取消し） 

第14条の２　実施機関は、公開決定から公文書の

公開までの間において、当該公開決定に係る

公開請求が第５条第２項各号に掲げる場合に

該当することが明らかになったときは、当該

公開決定を取り消すことができる。 

２　実施機関は、前項の規定により公開決定を取

り消す場合には、公開請求者に対して弁明の

機会を与えなければならない。この場合にお

いては、弁明を記載した書面（以下「弁明

書」という。）の提出期限までに相当な期間

をおいて、公開請求者に対し、次に掲げる事

項を書面により通知しなければならない。 

⑴　公開決定の取消しの根拠となる規定及び

原因となる事実 

⑵　弁明書の提出先及び提出期限 

３　実施機関は、第１項の規定により公開決定を

取り消したときは、公開請求者に対し、その



改正前 改正後 

旨を書面により通知しなければならない。 

４　第６条の２第３項の規定は、第１項の規定に

よる公開決定の取消しについて準用する。 

５　第１項の規定による公開決定の取消しについ

ては、札幌市行政手続条例（平成７年条例第

１号）第３章（第12条及び第14条を除く。）

の規定は、適用しない。 

（公文書の公開の方法） 

第15条　（略） 

２　（略） 

（公文書の公開の方法） 

第15条　（略） 

２　（略） 

 ３　実施機関が公文書を公開するため、第11条第

１項に規定する書面により公開する日時及び

場所を指定したにもかかわらず、公開請求者

が当該公文書の公開に応じない場合に、実施

機関が再度、当初指定した日から14日以上の

期間を置いた公開する日時及び場所を指定

し、当該公開に応ずるよう催告をしても、公

開請求者が正当な理由なくこれに応じないと

きは、当該公文書を公開したものとみなす。 

（費用の負担） 

第16条　前条の規定により公文書（これを複写し

たものを含む。）の写しの交付（電磁的記録

にあっては、これに準ずるものとして実施機

関が定める方法によるものを含む。）を受け

るものは、その写しの交付に要する費用を負

担しなければならない。 

（費用の負担） 

第16条　前条第１項及び第２項の規定により公文

書（これを複写したものを含む。）の写しの

交付（電磁的記録にあっては、これに準ずる

ものとして実施機関が定める方法によるもの

を含む。）を受けるものは、その写しの交付

に要する費用を負担しなければならない。 

（審査請求） 

第16条の２　公開決定等（第12条第３項又は第13

条第２項の規定により公文書を公開しない旨

の決定があったものとみなされた場合におけ

る当該あったものとみなされた決定を含む。

以下同じ。）に係る審査請求については、行

政不服審査法（平成26年法律第68号）第９条

第１項本文の規定は、適用しない。 

 

（審査請求） 

第16条の２　第６条の２第２項の規定による公開

請求の拒否の決定、公開決定等（第12条第３

項又は第13条第２項の規定により公文書を公

開しない旨の決定があったものとみなされた

場合における当該あったものとみなされた決

定を含む。以下同じ。）及び第14条の２第１

項の規定による公開決定の取消しに係る審査

請求については、行政不服審査法（平成26年

法律第68号）第９条第１項本文の規定は、適

用しない。 

（審査請求に対する諮問等） 

第17条　公開決定等について審査請求があったと

きは、当該審査請求に係る審査庁は、次に掲

げる場合を除き、速やかに、札幌市情報公

開・個人情報保護審査会（以下「審査会」と

いう。）に諮問しなければならない。 

 

⑴　（略） 

 

 

 

⑵　（略） 

２　（略） 

（審査請求に対する諮問等） 

第17条　前条に規定する処分について審査請求が

あったときは、当該審査請求に係る審査庁

は、次に掲げる場合を除き、速やかに、札幌

市情報公開・個人情報保護審査会（以下「審

査会」という。）に諮問しなければならな

い。 

⑴　（略） 

⑵　裁決で、第６条の２第２項又は第14条の

２第１項の規定による処分の取消しをする

場合 

⑶　（略） 

２　（略） 



改正前 改正後 

（実施状況の公表） 

第25条　（略） 

２　市長は、毎年度１回、前項の実施状況を札幌

市情報公開・個人情報保護審議会に報告するも

のとする。 
 

（実施状況の公表） 

第25条　（略） 

２　市長は、毎年度１回、前項の実施状況を審議

会に報告するものとする。 

  

附　則 

１　この条例は、令和８年１０月１日から施行する。 

２　改正後の札幌市情報公開条例の規定（第４条及び第２５条を除く。）は、この

条例の施行の日以後にされた改正後の第５条第２項に規定する公開請求について

適用し、同日前にされた改正前の第６条第１項に規定する公開請求については、

なお従前の例による。 

 

（理　由） 

情報公開制度のより適正な運営を目的として、条例の目的に反するものなど著し

く不適正な態様の公開請求に際し、適切な対応を行うことができるようにする等の

ため、本案を提出する。 


